
   久喜市くきふれあいタクシー（補助タク）事業実施要綱の一部を改正する

告示 

久喜市くきふれあいタクシー（補助タク）事業実施要綱（令和２年久喜市告示

第１０３号）の一部を次のように改正する。 

第７条第３項中「第２項中」を「前項中」に改める。 

第１２条第２項ただし書を削る。 

別表８００円以下の項を削り、８０１円以上１，３００円以下の項中「８０１

円以上」を「８５０円以上」に改める。 

様式第２号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

 

（表） 

  

くきふれあいタクシー（補助タク）利用登録証 

 

登録番号 

氏  名 

住  所 

有効期限 

 

               年    月    日交付 

 

               久喜市長         印 
 

 

（裏） 

＜注意事項＞ 

・補助タクにご乗車の際は、この利用登録証を運転手に提示してください。 

・補助タクをご利用の際は、下記に記載されているタクシー事業者に直接電

話をして申し込んでください。（近くにタクシーがあっても補助タクとして

利用することはできません。） 

・この利用登録証に記載されているタクシー事業者以外は利用できません。 

・不正に利用登録証を使用した場合は市負担額を返金していただきます。 

＜利用日時＞ 

・月～土曜日の午前９時～午後５時 

 ※日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く 

＜利用申込先＞ 

  (事業者名)        (電話番号)  



   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正前の第７条第２項の規定により交付されている登録証は、

この告示による改正後の第７条第２項の規定により交付された登録証とみなす。 


